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富山市総合計画審議会【都市・環境部会】 

第２次富山市総合計画後期基本計画（案）についての主な意見と対応（案） 

項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

目標Ⅱ全

般 

Ⅳ-3-(3) 

災害対策（Ⅱ-1-1）や

雪対策（Ⅱ-1-2）、快適

な生活環境づくり（Ⅱ-

1-5）、都市空間の整備、

充実（Ⅱ-2-1）において

は、県や隣接市町村との

連携が極めて重要だ。と

りわけ県とは多岐に渡

る課題の共有や、対策等

の実行のため定期的な

会議も必要だ。 

Ⅳ-3-（3）「地方分権・広域連携行政

への対応」の施策の方向②「県や近隣自

治体との連携等の推進」（Ｐ184）の記

載において、県のワンチームとやま連携

推進本部会議の取組、及び『災害対策な

ど、市単独では解決が困難な事案への対

応』を追記します。 

Ⅳ-3-（3）地方分権・広域連携行政への

対応 

②県や近隣自治体との連携等の推進 

広域的な行政を担う県と住民に最も身

近な基礎自治体である市における適切な

役割分担のもと、県から市への権限移譲

や県と市の二重行政の解消を進めるとと

もに、住民の利便性の向上や地域の活性

化を図るため、県との連携強化に努めま

す。  

Ⅳ-3-（3）地方分権・広域連携行政への

対応 

②県や近隣自治体との連携等の推進 

広域的な行政を担う県と住民に最も

身近な基礎自治体である市における適

切な役割分担のもと、県から市への権限

移譲や県と市の二重行政の解消を進め

るとともに、災害対策など、市単独では

解決が困難な事案への対応や住民の利

便性の向上、地域の活性化を図るため、

令和 3 年 1 月に設置された「ワンチー

ムとやま」連携推進本部会議において県

及び市町村間の課題の共有を図るなど、

幅広く連携強化に努めます。 

企画管理部 ○ 

Ⅱ-1-(1) 

Ⅱ-1-(3) 

Ⅳ-3-(3) 

 

医療提供体制の構築

について、県との連携が

必要ではないか。 

Ⅳ-3-（3）「地方分権・広域連携行政

への対応」の施策の方向②「県や近隣自

治体との連携等の推進」（Ｐ184）の、

県のワンチームとやま推進本部会議に

よる取組に関する記載に『医療提供体

制』に関する記述を追加します。 

②県や近隣自治体との連携等の推進 

広域的な行政を担う県と住民に最も身近

な基礎自治体である市における適切な役

割分担のもと、県から市への権限移譲や

県と市の二重行政の解消を進めるととも

に、住民の利便性の向上や地域の活性化

を図るため、県との連携強化に努めます。 

②県や近隣自治体との連携等の推進 

広域的な行政を担う県と住民に最も身

近な基礎自治体である市における適切

な役割分担のもと、県から市への権限移

譲や県と市の二重行政の解消を進める

とともに、災害対策や医療提供体制の維

持など、市単独では解決が困難な事案へ

の対応や住民の利便性の向上、地域の活

性化を図るため、令和 3 年 1 月に設置

企画管理部 

 

福祉保健部 

 

○ 

○：意見を反映するもの。 

●：現行案において既に対応しているもの。 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

された「ワンチームとやま」連携推進本

部会議において県及び市町村間の課題

の共有を図るなど、幅広く県との連携強

化に努めます。 

Ⅱ-1-(1) 

Ⅱ-1-(2) 

災害に強いまちづく

りの点では高いレベル

にあると考えるが、想定

を超える災害が各地で

起きており、安心で安全

に暮らせる富山市を目

指してさらに水害対策

や雪害対策の強化が必

要である。 

水害対策の強化については、Ⅱ-1-

(1)施策の方向②「浸水対策の強化、流

域治水の推進」（P77）において「流域

治水の概念に基づき総合的な水害対策

に取り組む」と新たに述べており、今

後、国が示す「流域治水」の考え方に

基づき、流域全体での水害対策に取り

組んでいくこととしております。 

また、雪害対策の強化については、令

和 3 年の大雪における対応を踏まえ、

Ⅱ-1-(2)施策の方向①（P80）につい

て、「除排雪体制の強化・再構築」と改

め、さらに取り組みを推進していくこと

としております。 

Ⅱ-1-(1)災害に強く回復力のある安全な

まちづくり 

②浸水対策の強化、流域治水の推進 

富山市浸水対策基本計画を見直し、河

川や排水路の改修、雨水幹線や調整池の

整備、水田貯留の推進など、流域治水の概

念に基づき、河川の流域のあらゆる関係

者と協力を図りながら、総合的な水害対

策に取り組みます。（略） 

Ⅱ-1-(2)雪に強いまちづくり 

①除排雪体制の強化・再構築 

（略）市民が主体となって行う「地域主

導型除雪」の体制を継続するとともに、大

量の降積雪時には市主導型除雪に移行す

るなど、市民と行政が協働して除排雪活

動を展開することにより、安全に通行で

きる身近な生活道路・歩道の確保に努め

ます。 

さらに、緊急通行確保路線や幹線道路

について、大雪時において担当の除雪業

者の能力では対応が困難である場合や、

消雪装置が整備されていても、道路に降

 建設部 ● 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

雪が残る場合があることから、早期に除

雪を行うためのバックアップ体制を構築

します。（略） 

Ⅱ-1-（１） 流杉浄水場は多くの市

民の水道水を供給してい

るが、常願寺川のそばに

あり水害や地震への対策

はどうなっているのか。 

地震に関しては、新浄水場は耐震基準

を満たしており問題はないと考えていま

す。また、水害対策としては令和２年度に

防水壁の整備を行っているほか、電源と

して自家発電装置もあり、災害に対して

万全を期しています。 

  上下水道局  

Ⅱ-1-（１） 災害に関して、ビルド・

バック・ベターという考

えが重要である。事前に

災害が起きた際の復興に

ついて、シミュレーショ

ンしておくことを計画に

盛り込んでほしい。 

 Ⅱ-1-（１）施策の方向④「災害への対

応機能の強化」（P77）に『復旧・復興』

について述べているところですが、文面

に、『災害に対する事前対策として』を追

記します。 

④災害への対応機能の強化 

復旧・復興を支える広域幹線道路の整備

を進めるとともに、災害時に電柱等が倒壊

し道路が寸断されることを防止するため、

無電柱化整備を進め、景観の形成と安全な

道路空間の確保に努めます。 

④災害への対応機能の強化 

災害に対する事前対策として、復旧・復

興を支える広域幹線道路の整備を進める

とともに、災害時に電柱等が倒壊し道路

が寸断されることを防止するため、無電

柱化整備を進め、景観の形成と安全な道

路空間の確保に努めます。 

建設部 ○ 

Ⅱ-1-（１） これまでのハード中心

の「グレーインフラ」だけ

でなく、自然の作用を用

いた「グリーンインフラ」

により防災力を高めるこ

とが注目されている。「グ

リーンインフラ」に関す

る記述を入れてはどう

か。 

Ⅱ-1-（１）施策の方向②「浸水対策の

強化、流域治水の推進」（P77）に、浸水

対策基本計画の見直しにおいて、グリー

ンインフラの考え方を取り入れることを

追記します。 

なお、｢グリーンインフラ｣について、巻

末の用語解説において記述することとし

ます。 

②浸水対策の強化、流域治水の推進 

富山市浸水対策基本計画を見直し、河川

や排水路の改修、雨水幹線や調整池の整備

のほか、水田貯留の推進など、流域治水の

概念に基づき、河川の流域のあらゆる関係

者と協力を図りながら、総合的な水害対策

に取り組みます。 

②浸水対策の強化、流域治水の推進 

富山市浸水対策基本計画を見直し、河

川や排水路の改修、雨水幹線や調整池の

整備のほか、水田貯留をはじめとするグ

リーンインフラの推進など、流域治水の

概念に基づき、河川の流域のあらゆる関

係者と協力を図りながら、総合的な水害

対策に取り組みます。 

建設部 ○ 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

Ⅱ-1-（１） 森林を整備していくと

いうような視点もあって

よいのではないか。 

Ⅱ-３-（４）「暮らしの安全を守り安ら

ぎを与える森づくり」（P116、117）に

おいて、『森林の公益的機能』について述

べており、その重要性についての啓発や

再生への取組を促進します。 

Ⅱ-３-（４）暮らしの安全を守り安らぎを

与える森づくり 

■現状と課題 

市域の約７割を占める森林は、土砂流出

や山地崩壊の防止、水源の涵養、二酸化炭

素の吸収など、社会全体に有益な影響を及

ぼす様々な機能を発揮しています。（略） 

■施策の方向 

①計画的な森林整備 

山間部の森林地帯については、…（略）

…計画的な森林整備を図り、森林所有者、

林業施業者及び市民との協働で維持管理す

る体制の構築に努めます。 

また、森づくりを担う人材の育成・確保

に努めるとともに、森林の公益的機能の重

要性についての意識啓発を行い、里山の整

備や森林資源の活用による森林の再生への

取組を促進します。（略） 

 農林水産部 ● 

Ⅱ-1-（１） ハザードマップの有用

性を高めるため、市民が

梅雨や台風シーズン前に

チェックするよう啓蒙活

動をしてはどうか。 

啓蒙活動については、令和３年度は市

広報を活用し、水防月間である 5 月 5 日

号で、洪水ハザードマップの活用や避難

に関する情報を掲載し周知を図ったとこ

ろであり、今後も継続して実施するとと

もに、引き続き説明会や出前講座の開催

に取り組み、より多くの市民にハザード

マップの有用性を理解してもらえるよう

⑤防災意識の啓発 

地域を主体とした活動を推進するため、

自主防災組織の結成を促すとともに、防災

訓練や防災資機材の整備などの活動を支援

します。また、自主防災組織の活動の中心

となるリーダーを育成するため、防災士の

資格取得に対して支援するとともに、防災

リーダー研修会を実施し、対応力の強化に

⑤防災意識の啓発 

地域を主体とした活動を推進するた

め、自主防災組織の結成を促すとともに、

防災訓練や防災資機材の整備などの活動

を支援します。また、自主防災組織の活動

の中心となるリーダーを育成するため、

防災士の資格取得に対して支援するとと

もに、防災リーダー研修会を実施し、対応

建設部 ○ 



【都市・環境】 

5 
 

項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

努めてまいります。なお、Ⅱ-1-（１）施

策の方向⑤「防災意識の啓発」（P77）

に、洪水ハザードマップの活用や避難に

関する情報に関する市民への周知につい

て追記します。 

努めます。 

さらに、自治振興会等による地区防災計

画の策定を促進し、避難所運営訓練や資機

材の整備などの活動を支援します。 

 

力の強化に努めます。 

さらに、自治振興会等による地区防災

計画の策定を促進し、避難所運営訓練や

資機材の整備などの活動を支援します。 

加えて、洪水ハザードマップなどの活

用や避難に関する情報について、引き続

き、市広報や説明会の開催を通じて、市民

への周知を図ってまいります。 

Ⅱ-1-（１） 市民の防災意識が低い

と感じている。 

男女を問わず防災士な

どの専門知識を持つ者

が、自治会や職場など身

近な場所にいることが防

災意識の向上につながる

と考える。 

防災士については校区毎に最低１名以

上の防災士を配置できるように、富山県

が開催する防災士養成研修に対する補助

を継続実施します。また、防災士未配置校

区については、上記研修の案内があった

際に、地区センターや公民館を通して自

治振興会等に対し、当研修を受講した防

災士が不在であることを周知した上で、

研修受講へ向けた働きかけを実施してま

いります。 

なお、Ⅱ-1-（１）総合計画事業概要「自

主防災組織育成事業」（P79）の説明に、

「防災士養成研修の受講に対する補助」

を追記します。 

■総合計画事業概要 

事業名：自主防災組織育成事業 

前期計画の実施状況： 

自主防災組織の活動費及び資機材等の購

入に対する補助 

事業の概要： 

自主防災組織や地区防災計画を策定した

自治振興会等の活動費及び資機材等の購入

に対する補助 

■総合計画事業概要 

事業名：自主防災組織育成事業 

前期計画の実施状況： 

自主防災組織の活動費、資機材等の購

入及び防災士養成研修の受講に対する補

助 

事業の概要： 

自主防災組織や地区防災計画を策定した

自治振興会等の活動費、資機材等の購入

及び防災士養成研修の受講に対する補助 

建設部 ○ 

Ⅱ-1-(1) 校区ごとに防災士の配

置を目指すとのことだ

が、現在の状況はどのよ

うになっているのか。 

各校区に最低１名以上の防災士が確保

できるように、校区ごとの育成状況の把

握と後期基本計画における『目標とする

指標』に設定することについて研究しま

  建設部 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

 す。 

なお、現在の在籍状況は、７９地区中５

０地区（約６３．３％）となっております。

（令和３年４月現在） 

Ⅱ-1-(1) 目標とする指標「防災

重点農業用ため池の耐

震調査済箇所数」につい

て、「箇所」となってい

るが、そのレベルがよく

分からないので、全体の

何%かを併記いただき

たい。 

全体の箇所数が５４箇所であるため、

目標値３２箇所、全体の５９％であるこ

とを併記します。（P76） 

 

基準数値： 

23 箇所（令和 2 年度） 

目標数値： 

32 箇所 

基準数値： 

23 箇所（令和 2 年度） 

目標数値： 

32 箇所（59％） 

農林水産部 ○ 

Ⅱ-1-(1) 目標とする指標「がけ

地崩壊危険区域内の住

宅戸数」について、「戸

数」となっているが、そ

のレベルがよく分から

ないので、全体の何%か

を併記いただきたい。 

がけ地対策の施工主体は、市のみでは

なく、県や土地所有者等の民間などさま

ざまであります。 

基準値である「がけ崩れに対して安全

性を有していない住宅戸数 500 戸」は、

施工主体が決まっていないのに対し、

「安全にする 22 戸」は市が関与するも

の（市施工、又は市の補助金を活用した

土地所有者等の施工）を計上しており、

数値のベースが異なることから、割合で

表示することは不適切であると考えま

す。 

  建設部  

Ⅱ-1-(1) 

Ⅱ-3-(2) 

・万一、被災した場合で

も、被災前より良い状態

施策の方向②「浸水対策の強化、流域

治水の推進」（P77）において、「水田貯

②浸水対策の強化、流域治水の推進 

富山市浸水対策基本計画を見直し、河

②浸水対策の強化、流域治水の推進 

富山市浸水対策基本計画を見直し、河

建設部 ○ 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

へ の 回 復 を 目 指 す

「Build Back Better」 

・市内のインフラ整備

において、自然環境が

有する多様な機能を効

果的に利用した「グリ

ーンインフラ」や生態

系を活用した防災・減

災を意味する「Eco-

DRR」（Ecosystem-

based Disaster Risk 

Reduction）の考え方

を取り入れたレジリエ

ントな都市づくりや、

自然と共生する都市づ

くりの推進。 

留の推進」について、「水田貯留をはじめ

とするグリーンインフラの推進」に改め

ることとしております。 

なお、「グリーンインフラ」や「Eco-

DRR」に関する事業については、現在、

中心市街地における実施予定はありま

せんが、今後の検討課題の一つであると

考えており、事業化には、中心市街地で

実施される事業間で調整を図ったうえ

で、実施に向けた検討を行う必要がある

ことから、現時点では本計画に記載でき

ないと考えます。 

川や排水路の改修、雨水幹線や調整池の

整備のほか、水田貯留の推進など、流域治

水の概念に基づき、河川の流域のあらゆ

る関係者と協力を図りながら、総合的な

水害対策に取り組みます。 

川や排水路の改修、雨水幹線や調整池の

整備のほか、水田貯留をはじめとするグ

リーンインフラの推進など、流域治水の

概念に基づき、河川の流域のあらゆる関

係者と協力を図りながら、総合的な水害

対策に取り組みます。 

Ⅱ-1-(1) 総合計画事業概要「無

電柱化事業」について、

整備延長だけでなく、

「新規に設置しない」こ

とも明記いただきたい。 

「電柱の新設」につきましては、各電

線事業者の計画や判断により設置され

るものであり、事業主体でない市が判断

する事項にはあたらないものと考えま

す。 

  建設部  

Ⅱ-1-(1) 危機管理体制の強化

について 

・ 市民病院の災害発

生時における医療機

関として役割等につ

  

 

・ 災害発生時においては、市民病院

は災害拠点病院として、多発する重

篤救急患者の救命医療提供や、患者

  病院事業局 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

いて、富山県、市内

の医療機関との間で

の連携を取っている

のか。 

 

 

 

 

 

・ 市民病院は施設の

老朽化が進んでいると

考えるが、災害時に対応

できるだけのインフラ

となっているのか。 

受入・搬出等広域搬送への対応、地

域の医療施設支援等の役割を果たす

とともに、富山医療圏のほかの災害

拠点病院や救急指定病院とも連携し

対応することとしております。ま

た、平時から富山県総合防災訓練等

の各種訓練にＤＭＡＴ隊員が参加す

るなど、災害時に備えて関係機関等

との連携強化にも努めております。 

・ 病院機能を維持するために必要な

全ての施設が耐震構造を満たすとと

もに、非常用自家発電装置を３日分

稼働できる燃料備蓄設備や断水に備

えて水道水を３日分確保できる受水

槽を有するなど、災害拠点病院の施

設要件を全て満たしております。 

Ⅱ-1-（２） 今年の大雪ではグリッ

ドロック現象が発生し大

渋滞となった。雪国なら

ではのこのような問題に

ついて政策に取り入れな

ければならないと考え

る。 

今回の大雪における対応を踏まえ、Ⅱ-

1-（2）施策の方向①「除排雪体制の強化・

再構築」（P80）において、早期除雪を

行うためのバックアップ体制を構築する

ことについて述べております。 

また、市民に期待する役割として「降雪

時における車での不要不急の外出の自

粛」を新たに追加しています。 

■施策の方向 

①除排雪体制の強化・再構築 

（略）緊急通行確保路線や幹線道路につ

いて、大雪時において担当の除雪業者の能

力では対応が困難である場合や、消雪装置

が整備されていても、道路に降雪が残る場

合があることから、早期に除雪を行うため

のバックアップ体制を構築します。（略） 

■市民に期待する役割 

＊降雪時における車での不要不急の外出の

 建設部 ● 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

自粛。 

Ⅱ-1-(2) 除雪作業において企

業等の運転手の高齢化

による人手不足が今後

の課題ではないか。 

運転手の高齢化による人手不足は今

後も課題となると考えており、施策の方

向①「除排雪体制の強化・再構築」で述

べているとおり、安定的な除排雪体制を

維持するために、減少傾向にある除雪オ

ペレータを確保することとしておりま

す。 

現在、新たに除雪オペレータになる方

への資格取得費用に対する補助制度の

創設を検討しているところであります。 

①除排雪体制の強化・再構築 

市街地から特別豪雪地帯まで、それぞ

れの地域における降雪、積雪の状況に応

じて、県や交通事業者などとの連携除雪

の推進や地区内の堆雪場所の確保、除雪

オペレータの確保、排雪場所の柔軟な運

用等により、除排雪作業の効率的な展開

を図ります。（略） 

 建設部 ● 

Ⅱ-1-(2) 幹線道路の除雪を日

中ではなく、夜間に行え

ばどうか。 

令和 3 年１月の大雪時には、一部幹

線の除雪を日中に実施いたしましたが、

原則として、道路交通への影響を考慮

し、夜間に作業し早朝まで完了すること

としております。 

  建設部  

Ⅱ-1-(2) 「施策の方向」とし

て、「市民に期待する役

割」の「降雪時における

車での不要不急の外出

の自粛」を呼びかけるた

めの事前周知（大雪のお

それのあるときには、数

日前から TV・新聞等で

呼びかける。報道機関と

事前に協力体制を構築

市民に期待する役割（P81）に新たに

「降雪時における車での不要不急の外

出の自粛」を追記することとしておりま

す。また、報道機関とは速報テロップ表

示について協議を進めております。 

 

■市民に期待する役割 

＊除雪が困難な高齢者や障害者などへの

地域ぐるみでの支援。 

＊地域の歩道や生活道路の除雪への自主

的な取組。 

＊地元主導による町内消雪の設置及び維

持管理。 

＊降雪時における車での不要不急の外出

の自粛。 

 建設部 ● 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

しておく。）を述べては

どうか。 

Ⅱ-1-（３） ドクターカーの早期導

入について検討していた

だきたい。 

消防局として現在、現場への医師の派

遣について富山県立中央病院、富山大学

附属病院と覚書を取り交わし、運用して

おりますが、選択肢を増やすため、富山市

民病院に現場への医師派遣について要請

しています。 

  消防局  

Ⅱ-1-（３） 独居高齢者が、災害時

はもちろん疾病等で都合

が悪くなった時に、早期

に医療機関にかかれるシ

ステムの構築が必要と考

える。 

在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、

ボタンを押すことや安否センサーによる

自動通報で、相談センターや協力員等に

緊急事態の発生を知らせる緊急通報装置

を貸与し、緊急時に迅速な対応ができる

連絡・援助体制の構築を図っています。 

  福祉保健部 

（建設部） 

 

Ⅱ-1-（4） 横断歩道では、車が止

まることが当たり前では

なく、歩行者が手をあげ

横断の意思表示をするこ

とも重要である。子ども

への交通安全教育、大人

の交通安全意識の向上が

必要である。 

また、通勤、通学時間帯

が重複することについて

の検討が必要ではない

か。 

横断歩道に関する交通ルールやマナー

定着に向けて何よりも重要なことは、市

民の皆さんに日常のルール、マナーとし

て、深く理解し、繰り返し実践していただ

くことにあります。 

このことから、Ⅱ-1-（4）施策の方向

④「子どもや高齢者の交通事故防止」

（P87）を「交通安全意識の醸成」に改

め、歩行者と自動車が、それぞれの立場に

おいて、横断歩道でのルールやマナーを

日常生活で順守していただくように継続

的な周知啓発に取り組んでまいりたいと

④子どもや高齢者の交通事故防止 

幼児向けの交通安全教室を実施し、必要

な交通安全技能の習得と生涯にわたる交通

安全意識の醸成を図ります。 

また、高齢者の交通事故防止として、交

通安全教室や出前教室等において、反射材

の着用を強く呼びかけるなど、高齢者の交

通安全意識を高めます。 

さらに、高齢者の運転免許の自主返納を

促すほか、運転免許の返納が交通事情等か

ら困難な方には、自動ブレーキ等を搭載し

たセーフティーサポートカーに同乗し、走

④交通安全意識の醸成 

幼児向けの交通安全教室を実施し、必

要な交通安全技能の習得と生涯にわたる

交通安全意識の醸成を図ります。 

また、高齢者の交通事故防止として、交

通安全教室や出前教室等において、反射

材の着用を強く呼びかけるなど、高齢者

の交通安全意識を高めます。 

さらに、高齢者の運転免許の自主返納

を促すほか、運転免許の返納が交通事情

等から困難な方には、自動ブレーキ等を

搭載したセーフティーサポートカーに同

市民生活部 ○ 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

考えております。 

なお、通学、通勤時間帯の重複について

は、企業や学校固有の活動に関すること

であり難しい問題でありますが、通勤、通

学時間帯における交通事故を減らす取り

組みについては、関係者と協議してまい

りたいと考えております。 

行を体験する交通安全教室等を実施し、高

齢ドライバーによる交通事故の防止に努め

ます。 

 

 

 

 

 

通学路や未就学児が日常的に集団で移動

する経路等における交通安全を確保するた

め、「通学路交通安全プログラム」等に基づ

く定期的な合同点検を実施するとともに、

道路交通実態に応じ、警察、教育委員会、

学校、道路管理者等の関係機関が連携し、

ハード・ソフトの両面から必要な対策を継

続的に推進します。 

乗し、走行を体験する交通安全教室等を

実施し、高齢ドライバーによる交通事故

の防止に努めます。 

加えて、自身が歩行者又は自動車若し

くは自転車の運転者となった場合につい

て、それぞれの立場での守るべきルール

やマナーのさらなる啓発を継続的に行っ

てまいります。 

通学路や未就学児が日常的に集団で移

動する経路等における交通安全を確保す

るため、「通学路交通安全プログラム」等

に基づく定期的な合同点検を実施すると

ともに、道路交通実態に応じ、警察、教育

委員会、学校、道路管理者等の関係機関が

連携し、ハード・ソフトの両面から必要な

対策を継続的に推進します。 

Ⅱ-1-(4) 施策の方向について、

高齢者の運転免許の自

主返納について、前期計

画では、「返納後の交通

手段の支援」が明記され

ていたが、今回の案では

削除されている。自主返

納を促す意味では取組

が後退しているように

見えるが？ 

本市の高齢者運転免許自主返納支援

事業については、事業開始から１０年以

上が経過し、この間に、交通事業者によ

る免許返納者に対する独自の運賃割引

が行われるなど、事業開始時と比べる

と、大きく社会環境が変化しており、本

事業における免許返納の動機付け、きっ

かけづくりという目的は希薄化してい

るものと考えております。 

このことから、後期計画では、自主返

施策の方向④子どもや高齢者の交通事故

防止 

（略） 

さらに、高齢者の運転免許の自主返

納を促すほか、運転免許の返納が交通事

情等から困難な方には、自動ブレーキ等

を搭載したセーフティーサポートカーに

同乗し、走行を体験する交通安全教室等

を実施し、高齢ドライバーによる交通事

故の防止に努めます。 

 市民生活部 ● 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

納が困難である高齢者への支援に関し

て述べております。（P８７） 

Ⅱ-1-(5) 中心市街地における

平面駐車場の適正配置

の必要性に言及しては

どうか。 

今後、富山市立地適正化計画の改定作

業等にあわせ、平面駐車場を含む低未利

用地のあり方について検討してまいり

たいと考えています。 

  活力都市創

造部 

 

Ⅱ-2 下記の点において、合

併後の市街地と中山間

地域の違いが多いと感

じる。 

・人口減少及び空き家

対策 

・自動車に頼らなくて

も生活できる環境（高齢

者の買い物等） 

・公共交通の充実 

〇人口減少及び空き家対策について 

人口減少対策については、市内全域を

対象に売買や賃貸可能な物件をホーム

ページで公開する「空き家情報バンク運

営事業」や、都心地区など居住推進エリ

ア以外を対象に独立した子世帯と親世

帯の同居を支援する「ふるさと回帰リフ

ォーム等補助事業」など中山間地域の定

住促進に繋がる住宅政策を行っており

ます。 

また、Ⅱ-1-(５)「快適な生活環境づ

くり」（P90～94）で述べておりますが、

空き家対策については、「総合計画事業」

を新たに設定し、利活用する場合の補助

制度、所有者への適正管理の意識啓発、

実施計画の更新など対策の強化を図っ

てまいります。 

○自動車に頼らなくても生活できる環

境・公共交通の充実について 

ネクストステージ重点プロジェクト

Ⅱ-1-(５)快適な生活環境づくり 

⑦空き家・空き地対策の推進 

地域住民と協力しながら、管理不全な

空き家が発生しないよう、対策を検討す

るとともに、空き家の適正な管理につい

て市民への啓発に努めます。また、雑草の

繁茂など、管理が不十分な空き地の所有

者等へ適正管理についての指導に努めま

す。 

■総合計画事業 

事業名：空き家対策推進事業 

事業概要： 

・空き家再生等補助金 改修 2 件/年 除

却 1 件/年 

・意識啓発 情報提供 300 件/年 

・空き家対策計画 実態調査実施、計画更

新 

ネクストステージ重点プロジェクト 

「コンパクトシティ政策の深化」 

 人口減少・超高齢社会に対応するため、

 活力都市創

造部 

● 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

（Ｐ２０）として、公共交通を軸とした

拠点集中型のコンパクトなまちづくり

を継続・深化させていくとともに、生活

交通の確保など、公共交通の維持、活性

化等に一層取り組むこととしておりま

す。 

 また、Ⅱ-２-（５）「交通体系の整備」

施 策 の 方 向 ④ 「 生 活 交 通 の 確 保 」

（P107）で述べているとおり、今後も、

人口や施設等の集積が少なく民間バス

路線や地域自主運行バスの導入が困難

な中山間地域においては、市営コミュニ

ティバス等の継続運行により、生活交通

の確保を図ることとしております。 

公共交通を軸とした拠点集中型のコンパ

クトなまちづくりを継続・深化させてい

くとともに、その成果が市域全体にいき

わたるよう、地域生活拠点の充実や公共

交通の維持、活性化等に一層取り組みま

す。 

Ⅱ-２-(５)交通体系の整備 

④生活交通の確保 

身近な公共交通として、生活の足とな

るバス交通の確保・維持のため、生活バス

路線や地域自主運行バスへの支援を継続

するとともに、公共交通の乗り継ぎの利

便性の向上に努めます。 

また、地域自主運行が困難な地域にお

いては、市営コミュニティバス等の継続

運行に努めます。 

Ⅱ-２ コンパクトシティ政

策が目指した中心市街

地に人を集め、税収を

増やす狙いは実現され

たのか。また住み慣れ

た地域に住みたいとい

う市民の声は聞いて行

われたのか。 

地価について、県全体ではバブル崩

壊後の平成５年以降、連続して下落し

ていますが、本市は令和２年度まで、

国の地価公示では全用途平均で６年連

続、県の地価調査では７年連続で平均

変動率が上昇しており、税の増収につ

ながっております。 

ちなみに令和３年度は全国的に新型

コロナによる影響がある中、本市は地

価を堅持しております。 

  活力都市創

造部 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

 また、本市のコンパクトシティ政策

は、公共交通の質を高めることで、公

共交通沿線を居住地の選択肢としてい

ただき、また、自家用車以外での中心

市街地への来街を容易にするなどし

て、緩やかに居住人口を誘導するもの

であり、郊外等に住み続けたい、とい

う方を否定するものではありません。 

《参考 税収の推移》 

中心市街地       （百万円） 

 H24 R2 

固定資産税 4,782 5,130 

都市計画税 920 1,182 

計 5,703 6,312 

H24→R2 10.7%増 

市域全体        （百万円） 

 H24 R2 

固定資産税 28,728 31,885 

都市計画税 3,165 4,116 

計 31,894 36,002 

H24→R2 12.9%増 
 

Ⅱ-2 コンパクトなまちづ

くりにより確保した税

収により周辺地域の事

業を行うという「税の

還流」について、広く

本市が取り組んできた、公共交通を

軸とする拠点集中型のコンパクトなま

ちづくりの成果を、多くの市民にご理

解いただくことは大切であることか

ら、機会を捉えて市民周知に努めてま

  活力都市創

造部 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

市民に知っていただく

ことが必要と考える。 

いります。 

Ⅱ-2-(1) 「施策の方向」に『オ

フィス街や広場空間等

へのキッチンカーの出

店促進』を盛り込んでは

どうか。 

グランドプラザやウエストプラザ等

の広場空間では、これまでも数多くのキ

ッチンカーが出店されており、特にウエ

ストプラザにおいては、令和 2 年度か

ら使用料を１／２に減額し、出店の促進

に努めております。 

また、駅周辺では、交通事業者及び商

業者と連携し、「ゆうぞら駅市」等の月例

イベントを開催し、にぎわいづくりに取

り組んでいることから、これらイベント

へ積極的に参加いただくことが重要で

あると考えております。 

  活力都市創

造部 

 

Ⅱ-2-(1) 

Ⅱ-3-(2) 

環状線軌道の緑化に

よる、都市空間の一体性

の創出を進めてはどう

か。 

環状線区間の軌道は、緑化に対応でき

ない構造となっており、軌道上を緑化す

ることは困難でありますが、魅力ある都

市景観の創出に向けて、今後も取り組ん

でまいりたいと考えております。 

  活力都市創

造部 

 

Ⅱ-2-(1) 

Ⅲ-2-(2) 

コンパクトなまちづ

くりを観光資源として

活用してはどうか。 

Ⅲ-2-（2）施策の方向①「地域資源の

活用による新たな観光資源の創出」

（P149）の記述に、コンパクトなまち

づくりに関する記述を追加します。 

①地域資源の活用による新たな観光資源

の創出 

また、ます寿しづくりやガラス制作など

の体験型観光を推進するとともに、観光

資源の掘り起こしやブラッシュアップに

取り組みます。 

①地域資源の活用による新たな観光資

源の創出 

また、ます寿しづくりやガラス制作など

の体験型観光を推進するとともに、新た

にＳＤＧｓやコンパクトなまちづくり

などをテーマとした観光資源の掘り起

こしやブラッシュアップに取り組みま

商工労働部 

 

○ 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

す。 

Ⅱ-2-(1) 市民に期待する役割

に「空き店舗等の既存ス

トックの活用。」とある

が、既存ストックという

文言をわかりやすい言

葉に置き換えられない

か。 

「既存ストック」を「遊休資産」に置

き換えて記載します。 

（現行案（第２回部会時点）） 

■市民に期待する役割 

（略） 

＊空き店舗等の既存ストックの活用。 

（略） 

 

■市民に期待する役割 

 

＊空き店舗等の遊休資産の活用。 

活力都市創

造部 

○ 

Ⅱ-2-(1) 

Ⅲ-1-(1) 

Ⅲ-1-(3) 

 

空き店舗の活用や商

店街の活性化に関し

て、様々な人が集まり

アイデアを出し合い意

見交換できるような場

が必要ではないか。 

 

Ⅲ-1-(3)「新産業・新事業の創出」

(P135)に、新たに、施策の方向②「多

様な主体による共創の推進」を追加し、

スケッチラボについて新たに記述して

おります。 

Ⅲ-1-(3)施策の方向②多様な主体による

共創の推進 

市が富山駅前に整備した未来共創拠点施

設「Sketch Lab（スケッチラボ）」にお

いて産学官民の交流機会を提供すること

などにより、オープンイノベーションを

促進し、地域課題の解決や新たな価値の

創造、さらには新産業・新事業の創出に

つながるよう取り組みます。 

 商工労働部 

 

企画管理部 

● 

Ⅱ-2-(2) 買い物が便利という

視点ではなく、歩くこと

により健康寿命の延伸

を狙いとし、「とほ活」

「お出かけ定期券」「自

転車活用の普及」の各事

業の内容強化を図るべ

き。 

Ⅰ-２-（２）施策の方向③「健康まち

づくりの推進」（P58）において、歩い

て暮らすライフスタイルへの転換につ

いて、述べております。 

「歩く」行動には、「ひとへの効果」

と、「まちへの効果」の２つの効果がある

と認識しており、「ひとへの効果」としま

しては、健康寿命の延伸や医療費負担の

軽減などの効果があります。 

Ⅰ-2-(2）健康づくり活動の充実 

③健康まちづくりの推進 

散歩やウォーキングなど日常生活にお

いて歩くことは、健康の保持増進や生活

習慣病の予防・改善に効果があり、健康寿

命の延伸にもつながります。 

中心市街地や地域の拠点などを魅力ある

ものとし、まちの回遊性を高めることや

公共交通の利用促進、高齢者の外出機会

 活力都市創

造部 

● 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

「まちへの効果」としましては、地域

経済への波及効果や、まちの賑わい創出

といった効果があります。 

本市が進める「歩くライフスタイルの

推進」はこのような視点から「歩く」行

動と公共交通ネットワークを結びつけ、

さらには「お出かけ定期券」等の事業と

連携することで、市全体のまちと人を元

気にすることを目指すまちづくりであ

り、今後も様々な事業と連携し、相乗的

な効果が発揮できるよう努めてまいり

ます。 

の創出、歩いて暮らすライフスタイルへ

の転換を図るなど、健康づくりと融合し

た包括的なまちづくり施策を組織横断的

に取り組み、気がついたら自然と歩きた

くなるまち、歩いて健康になるまちづく

りを推進します。 

Ⅱ-2-(2) 「現状と課題」につい

て、街路樹など緑が不足

している箇所が多いな

ど、快適な歩行空間の形

成に努める必要がある。 

本市の歩いて暮らせるまちづくりは、

「富山で歩く生活」＝「とほ活」をキャ

ッチコピーに、過度に車に頼ることなく

市民に歩くライフスタイルへの転換を

促すものであり、公共交通の利用促進や

中心市街地への来街を促すことを特徴

としております。 

この取り組みの一つとして、公共交通沿

線等へ官民が連携してベンチを設置す

る「とほ活ベンチプロジェクト」を令和

2 年度から実施しており、また、まちな

かを季節の花で飾るフラワーハンギン

グ事業にも取り組んできたところであ

り、今後も、市民が安心して快適により

  活力都市創

造部 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

長く歩くことができる快適な歩行空間

の整備に努めております。今後も引き続

き、市民がより歩きやすい環境を整える

ことができるよう努めてまいります。 

Ⅱ-2-(2) 「施策の方向」につい

て、『街路樹の充実』を

盛り込んではどうか。 

街路樹の効用として修景効果・環境保

全・交通安全などがある一方、落葉・倒

木・害虫・根上り・鳥の糞害等の管理上

の課題があることから、必要性や樹種な

ど、十分に検討する必要があると考えて

おります。 

  建設部  

Ⅱ-2-(3) まちなかエリアが持

続的に活性化していく

ためには、子育て世代へ

の居住促進策が必要で

はないか。 

まちなかエリアは、病児保育の機能な

どを有する「まちなか総合ケアセンタ

ー」をはじめ、安心して子育てができる

都市機能やサービスを受けることが可

能な魅力的なエリアであり、ファミリー

層も対象として、金融機関からの借入を

して、エリア内で分譲マンションや戸建

て住宅を取得した場合に支援する補助

事業などを行っております。引き続き、

住宅取得支援事業を中心に子育て世代

のエリア内への居住誘導を図ってまい

ります。 

  活力都市創

造部 

 

Ⅱ-2-(3) 郊外在住の独居高齢

者の転居先としてのま

ちなかエリアの機能充

実が必要ではないか。 

まちなかエリアにおいて、一定水準以

上のサービス付き高齢者向け住宅であ

る地域優良賃貸住宅を整備する場合に

建設費の一部及び入居者の家賃を減額

  活力都市創

造部 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

する補助事業を行っています。また、シ

ニア層からの需要も大きい、分譲マンシ

ョンを購入する場合の住宅取得の支援

も行っており、引き続き、まちなかの住

宅へ高齢者がお住いになるようなイン

センティブの付与を図ってまいります。 

Ⅱ-2-(3) 「施策の方向」につい

て、より一層の交通安全

対策といった内容を盛

り込んではどうか。 

Ⅱ-1-(4)施策の方向「①地域の防犯・

交通安全体制の強化」で述べているとお

り、まちなか、郊外にかかわらず、引き

続き、関係機関・団体とも連携を図りな

がら全市域において、交通安全対策に努

めてまいります。 

Ⅱ-1-(4)施策の方向「①地域の防犯・交通

安全体制の強化」 

(略) 

地域の交通安全については、警察署管

内ごとに置かれている交通安全協会をは

じめ、交通安全母の会、交通指導員連絡協

議会などが行う地域に根ざした交通安全

活動を促進し、交通安全意識の向上と交

通事故防止に努めます。 

 市民生活部 ● 

Ⅱ-2-(5) 「現状と課題」に、『中

心市街地の公共交通網

が一定水準に達した今

後は、JR 高山本線、富

山地方鉄道不二越・上滝

線の一層の活性化に努

め、富山市が地方鉄道路

線再生の新たな全国モ

デルとなることを目指

す。』といった内容を盛

り込んではどうか。 

施策の方向②「基幹交通の利便性向

上」（Ｐ１０７）においては、ＪＲ高山本

線や富山地方鉄道不二越・上滝線は本市

の基幹交通として、これまでの活性化事

業や利便性向上に引き続き取り組むと

ともに、さらに一層の活性化に努めるこ

ととしております。 

本市として、ＪＲ高山本線や富山地方

鉄道不二越・上滝線など公共交通は、車

を自由に使えない学生や高齢者などの

移動手段として役割はもとより、コンパ

施策の方向②基幹交通の利便性向上 

ＪＲ高山本線の活性化事業を継続し、

一層の活性化に努めます。また、富山地方

鉄道不二越・上滝線の主要駅へのアクセ

ス改善や幹線バス路線へのノンステップ

バスの導入、あいの風とやま鉄道への支

援等により公共交通のさらなる利便性の

向上に努めます。 

 活力都市創

造部 

● 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

クトなまちづくりの要であり、市民生活

や経済活動に必要不可欠な公共財とし

て重要な社会インフラであると認識し

ております。 

こうしたことから、令和３年３月に、

県、市、ＪＲから成る「高山本線ブラッ

シュアップ会議」を立ち上げ、利用者の

減少によるサービスの低下に陥り、さら

なる利用者の減少を招くといった負の

スパイラルに陥る前に関係者による議

論を始めたところであります。 

また、不二越・上滝線についても、富

山地方鉄道と活性化策等について議論

を進めている段階です。 

このことから、現時点においては、施

策の方向②において、基幹交通の利便性

向上について、述べたところでありま

す。 

Ⅱ-2-（5） 富山駅周辺の投資に偏

り過ぎている。他地域の

整備について見直してほ

しい。 

本市では、厳しい財政状況下において

持続可能な都市経営を実現するため、選

択と集中の観点から、道路などの社会イ

ンフラの新設整備は真に必要なものに限

定し、抑制するとともに、既存施設につい

ては、計画的な維持管理・更新に取り組ん

でおります。 

 こうした中、現在、富山駅周辺以外の地

  建設部  
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

域においても、真に必要な社会インフラ

の整備や既存施設の維持管理は行ってお

り、今後も引き続き持続可能な都市経営

の視点に立ち安心・安全なまちづくりに

努めていきたいと考えております。 

Ⅱ-2-（5） 公共交通について、中

心部と郊外部の接続、郊

外部の公共交通の今後に

ついて全国的な模範とな

る施策を進めるととも

に、先進的な都市モデル

を示してほしい。 

「ネクストステージ重点プロジェク

ト」（P20）において、公共交通を軸とし

た拠点集中型のコンパクトなまちづくり

を継続・深化させていくとともに、公共交

通の維持、活性化等に一層取り組むこと

について述べております。 

また、Ⅱ-2-（5）「交通体系の整備」に

おいて、施策の方向⑦「次世代型交通シス

テムへの対応」（P107）などについて述

べております。 

ネクストステージ重点プロジェクト 

「コンパクトシティ政策の深化」 

人口減少・超高齢社会に対応するため、

公共交通を軸とした拠点集中型のコンパク

トなまちづくりを継続・深化させていくと

ともに、その成果が市域全体にいきわたる

よう、地域生活拠点の充実や公共交通の維

持、活性化等に一層取り組みます。 

Ⅱ-2-（5）交通体系の整備 

⑦次世代交通システムへの対応 

グリーンスローモビリティのモデル運行

をはじめ、EV バスの導入検討や自転車等

の多様な移動手段を組み合わせた環境負荷

の少ない持続可能な交通システムの構築に

向けた取組を継続するとともに、地域内外

のステークホルダーと連携し、次世代交通

システムの導入に向けた検討を推進しま

す。 

 活力都市創

造部 

● 

Ⅱ-2-(5)  （自動車の）自動運転

の到来を見越して、白線

をきれいに整備すべき

令和２年度から主要幹線道路を中心

に、区画線の大規模補修を行ったとこ

ろであり、今後も引き続き補修に取り

  建設部  
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

ではないか。 組んでまいります。 

区画線が未整備かつ 2 車線が確保可

能(原則幅員 7.0m 以上)な路線につい

ては、今年度で整備完了予定となって

おります。 

Ⅱ-3-(1) 立山山麓エリアの現

状は衰退の方向にある

と感じており、再活性化

の起爆剤（行政支援）が

必要ではないか。 

施策の方向①「特徴的な地域資源の活

用」（Ｐ109）で述べているとおり、そ

れぞれの地域が持つ個性豊かな地域財

産を最大限活用することが大切である

と考えているところであり、今後とも、

地域間のさまざまな交流活動の促進に

努めてまいります。 

①特徴的な地域資源の活用 

 立山山麓でのトレッキングや牛岳温泉

スキー場でのイベントなど豊かな自然環

境を生かした観光資源や、エゴマや啓翁

桜などの特産品といったそれぞれの地域

が持つ個性豊かな地域財産を最大限活用

しながら、地域間のさまざまな交流活動

を促進します。 

 商工労働部 ● 

Ⅱ-3-（3） 人工景観、都市景観を

美しく整備することが都

市のブランド力や住みよ

さの向上につながるの

で、コンパクトシティ政

策とあわせて進めてほし

い。 

Ⅱ-３-（３）「現状と課題」（P112）に、

「都市のブランドの向上」について追記

します。 

■現状と課題 

美しい景観は、市民の共有財産として、

そこで暮らす人の心に安らぎやゆとりをも

たらすとともに、訪れる人の心にも美しい

富山市を印象付けることとなります。 

■現状と課題 

美しい景観は、市民の共有財産として、

そこで暮らす人の心に安らぎやゆとりを

もたらすとともに、訪れる人の心にも美

しい富山市を印象付けることとなりま

す。良好なまち並みの形成は、住み良さだ

けでなく、都市のブランド力の向上にも

つながります。 

活力都市創

造部 

○ 

Ⅱ-3-(3) 「施策の方向」に、『魅

力的な夜間景観の演出』

を盛り込んではどうか。

（2019 年の松川ライ

トアップ社会実験より、

現在改定中の景観計画において、夜間

の景観演出についての導入の可否やそ

の際の実施手法について検討を行いた

いと考えています。 

  活力都市創

造部 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

松川のライトアップで

魅力的な夜間景観を演

出できることを確認。 

Ⅱ-3-(3) 「施策の方向」に、『立

山連峰への良好な眺望

を保つための建築物の

高さ制限』を盛り込んで

はどうか。 

建築物の高さ制限については、良好な

居住環境を保護すべき住宅市街地に対

して、著しい居住環境の悪化をもたらす

恐れのある高層建築物の建設を抑制す

るため、建築物の高さの最高限度を定め

る高度地区を指定しております。 

  活力都市創

造部 

 

Ⅱ-3-(3) 

Ⅰ-2-(2) 

環水公園から呉羽丘

陵の連絡橋を渡り、ファ

ミリーパークまで縦断

できるようにして健康

づくりできる環境を作

り、健康長寿日本一とし

て、富山の知名度を高め

てはどうか。 

呉羽丘陵内の散策路（フットパス）

をより多くの方々に利用してもらうた

め、健康目的で来訪される方にも利用

しやすいコース設定や、WEB を使った

広報、歩く環境作りなどについて検討

を進めており、計画案ではⅡ-3-

（３）施策の方向⑥「多様な目的に対

応した公園などの整備」（P114）で呉

羽丘陵フットパスの利用促進や情報発

信について述べております。 

また、本市は歩くライフスタイルへ

の転換を促す「とほ活」の取組を進め

ており、Ⅰ-2-（2）「健康づくり活動

の充実」の施策の方向③「健康まちづ

くりの推進」（P58）において、歩いて

健康になるまちづくりの推進について

述べております。 

Ⅱ-3-（３）潤いのある都市生活基盤の

整備 

⑥多様な目的に対応した公園などの整備 

（略）市街地に近い里山として多くの

魅力を備える呉羽丘陵において、風景や

自然、歴史文化に親しみながら散策を楽

しむフットパスの利用促進を図るため、

リーフレット等による情報発信を行うと

ともに、散策路の維持管理や案内板など

の充実を図ります。 

Ⅰ-2-（2）健康づくり活動の充実 

③健康まちづくりの推進 

中心市街地や地域の拠点などを魅力あ

るものとし、まちの回遊性を高めること

や公共交通の利用促進、高齢者の外出機

会の創出、歩いて暮らすライフスタイル

への転換を図るなど、健康づくりと融合

 建設部 

活力都市創

造部 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

呉羽丘陵から富岩運河環水公園エリ

アまでの一体的な環境作りや、健康長寿

日本一として富山の知名度を高めるこ

とについては、幅広く検討してまいりた

いと考えております。 

した包括的なまちづくり施策を組織横断

的に取り組み、気がついたら自然と歩き

たくなるまち、歩いて健康になるまちづ

くりを推進します。 

Ⅱ-3-(1) 

Ⅱ-3-(3) 

Ⅱ-3-(4) 

Ⅳ-2-(1) 

 

下記について提案。 

〈目的〉 

1 人ひとりの力は小さ

いけれどみんなでつく

ろう健康長寿日本一の

薬都とやま 

〈戦略〉 

健康・環境・観光貢献

に歴史の宝庫呉羽丘陵

を利活用する。 

協働により健康な幸せ

に満ちた薬都とやまを

つくり、富山で泊まろ

う、富山で住もうとい

う人の増加、さらなる

発展につなげる。 

〈手段〉 

・月いちウオークへの

参加やその他散策によ

り、人の歩いた後に道

ができ、里山保全に貢

本市では、環水公園を含む中心市街地

エリアや呉羽丘陵を歩いて回遊するこ

とのできる「ウオーカブルシティ」とし

て、官民の連携によるまちづくりを進め

ているところであります。 

また、Ⅱ-２-(2)（Ｐ99）で述べて

いるとおり、富山で歩く生活＝「とほ

活」をキャッチコピーに、市民が過度

に車に依存した生活から歩くライフス

タイルへ転換することで、まちも人も

元気する「歩いて暮らせるまちづく

り」を進めており、歩くきっかけづく

りとなる「とほ活アプリ」の開発や

「とほ活ベンチプロジェクト」による

歩きやすい環境の整備などに取り組ん

でおります。 

次に、環水公園からファミリーパーク

までの観光コースにつきましては、呉羽

丘陵内の散策路（フットパス）をより多

くの方々に利用してもらうため、健康目

的で来訪される方にも利用しやすいコ

  建設部 

活力都市創

造部 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

献する。 

・古道を再生する。小

〜高校生の参加によ

り、将来も持続可能な

活動、場所にする。 

・金屋幻の滝、白鳥城

址を結ぶ道の整備によ

り、県外海外から人を

呼び込むコンパクトシ

ティ直結の観光コース

をつくる。(環水公園-

縄文貝塚-連絡橋-石墳

群-ファミリーパーク) 

・素晴らしい資源で

あるファミリーパーク

をもっと市民に親しま

れる公園になるように

見直す。 

ース設定や、WEB を使った広報、歩く

環境作りなどについて検討を進めてき

たところであり、今後も丘陵から離れた

富岩運河環水公園を対象とした環境作

りや、健康長寿日本一とする富山の知名

度を高めることについて、幅広く検討し

てまいりたいと考えております。 

なお、計画案においては、Ⅱ-3-（3）

施策の方向⑥「多様な目的に対応した公

園などの整備」（Ｐ１１４）に呉羽丘陵フ

ットパスの利用促進や情報発信、富山市

ファミリーパークにおける周辺施設や

地域との連携について述べております。 

今後とも、これらの取り組みを通しま

ちの賑わいや公共交通の活性化、潤いの

ある都市生活基盤の整備、さらには市民

の健康寿命の延伸が実現できるよう努

めてまいります。 

Ⅱ-3-(4) 「施策の方向」に、『森

林管理のためのセンサ

ーネットワーク環境の

整備』を盛り込んではど

うか。 

本市の森林政策における、センサーネ

ットワークの活用やその環境整備に関

しては、他事業においての活用方法等を

注視しながら、どのように活用できるの

かを含めて、今後、幅広く、検討してい

く必要があると考えています。 

なお、現在県が中心となり「富山県森

林クラウド」を整備しており、令和４年

  農林水産部  
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

度から運用が開始される予定とされて

います。これは、航空レーザ計測により

取得した森林資源情報や詳細な地形情

報等、森林整備に必要な様々なデータを

県のクラウドサーバに集約し、県内市町

村、各森林組合や県が認定する林業事業

体とネットワーク上で情報を共有する

ことにより、机上での森林状況・施業状

況等の確認が可能となるほか、森林整備

に関する各種支援や行政手続きが簡略

化される等、ICT 技術を活用した新しい

取り組みが開始されようとしています。 

Ⅱ-3-（4） 家の周りの家庭菜園を

サル・イノシシに荒らさ

れ、中山間地での生活の

魅力が失われてきてい

る。山に住んでも幸せだ

と思えるよう有害鳥獣対

策について計画に盛り込

んでほしい。 

イノシシやクマによる人身被害や農作

物被害を防止するため、檻の設置や猟友

会と連携したパトロールなどに取り組む

こととして、Ⅱ-３-（４）施策の方向⑤「有

害鳥獣による人身被害の防止」（P117）

で述べております。 

 

⑤有害鳥獣による人身被害の防止 

クマやイノシシなどによる人身被害や農

作物被害を防止するため、地域住民との協

働による環境整備や猟友会等の巡回パトロ

ールの協力体制の充実を図り、パトロール

の強化に努めるとともに、必要に応じて捕

獲や防除などの対策を講じます。さらに、

周辺市町村との情報交換や連携した対応に

も取り組みます。 

また、銃やわなの狩猟免許の新規取得を

支援するなど、有害鳥獣の捕獲隊員の育成

に努めます。 

 農林水産部 ● 

Ⅱ-3-（4） 森林整備・管理につい

て、情報ネットワーク技

新たな森林管理システムを構築するた

め、これまでの手作業による業務を航空

②新たな森林管理システムの構築 

平成 31 年に施行された森林経営管理法

 農林水産部 ● 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

術等を用いて、効率的で

正確に行うことが良いの

ではないか。 

レーザー等のデータを活用し効率的に管

理する仕組みに取り組むこととして、Ⅱ-

３-（４）施策の方向②「新たな森林管理

システムの構築」（P116）で述べており

ます。今後は、この仕組みを活用し管理の

集約化を図るなど適切に対応して行きた

いと考えております。 

に基づき、森林所有者の森林管理に関する

意向調査や、航空レーザー計測データ等を

活用した森林資源情報の解析等を進めるこ

とにより、森林の経営管理の集積・集約化

を行い、森林の適切な管理と林業経営の効

率化の促進に努めます。 

Ⅱ-3-（4） 林道も含め森林管理は

官民一体となって取り組

む必要がある。情報技術

などを活用し管理してい

くことをお願いしたい。 

Ⅱ-３-（４）施策の方向①「計画的な森

林整備」や③「森林ボランティアとの連

携」、「市民に期待する役割」（P116～

117）などで、森林所有者や市民、市民

団体及び行政の役割について述べており

ます。 

①計画的な森林整備 

山間部の森林地帯については、…（略）

…計画的な森林整備を図り、森林所有者、

林業施業者及び市民との協働で維持管理す

る体制の構築に努めます。（略） 

③森林ボランティアとの連携 

（略）多様な森林ボランティア組織と連

携を図り、里山や呉羽丘陵の竹林において、

さまざまな主体が一体となって豊かな森づ

くりに取り組める仕組みづくりに努めま

す。 

■市民に期待する役割 

＊所有する森林の管理の重要性についての

理解。 

＊森づくりに関するボランティア活動への

参加。 

 農林水産部 ● 

Ⅱ-3-(4) 森林を守るために、林

道の整備にしっかり取り

組んでいただきたい。 

林道は、生活道路ではないため、連絡

があった場合に職員が現地を確認し、災

害認定になるかどうかの検討も踏まえて

■施策の方向 

④生態系に配慮した取組の推進 

奥山の人工林整備にあたっては、針広混交

 農林水産部 

 

● 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

 対応しております。 

林道の所有者は、市道とは異なり、

市、県又は個人と様々であり、すべてに

対応することは難しい面もありますが、

様々な情報を得ながら、不都合があれば

整備したいと考えております。 

また、総合計画の記載については、林道

に関して、「④生態系に配慮した取組の推

進」（P117）に記載があることから、現

行のとおりとしたいと考えております。 

林化などによる野生生物の生息域の保全や

回復に努めるとともに、林業基盤である林

道や作業道の開設及び改良など、生態系に

配慮した整備に努めます。 

Ⅱ-3-（4） 目標とする指標の「森

林ボランティア」につい

て、人数だけにすると同

じ人が参加することが想

定されるため、すそ野が

広がらないと考える。幅

広い年代層で団体を作

り、かつ既存団体も人数

を増やすなど複層的な取

組が必要。指標は「団体

数」と「人数」の２本立て

にしてはどうか。 

森林ボランティアに関連する目標とす

る指標については、「森林ボランティア団

体数」、「森林ボランティア参加者数」の２

本立てとして設定します（P116）。 

■目標とする指標 

 

 

 

 

 

 

 

指標名：森林ボランティア参加者数 

指標の説明：森林ボランティア団体の活動

等に参加した実績人数 

目標設定の考え方：市民の森林ボランティ

ア活動への参加者の増加を目指す。 

基準数値：714 人（令和元年度） 

目標数値：800 人 

■目標とする指標 

指標名：森林ボランティア団体数 

指標の説明：富山森づくりサポートセン

ターへの登録数 

目標設定の考え方：市民・企業によるボラ

ンティア団体の増加を目指す。 

基準数値：６２団体（令和２年度） 

目標数値：６８団体 

指標名：森林ボランティア参加者数 

指標の説明：森林ボランティア団体の活

動等に参加した実績人数 

目標設定の考え方：市民の森林ボランテ

ィア活動への参加者の増加を目指す。 

基準数値：714 人（令和元年度） 

目標数値：800 人 

農林水産部 ○ 
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項目 意 見 対応（案） 現行案 修正案 担当部局 
計画 

反映 

Ⅱ-3-（5） 中心市街地だけでなく

中山間地域における暮ら

しについても、全ての市

民が平等に幸せを感じら

れるための政策につい

て、計画に盛り込んでほ

しい。 

中山間地に住む人も潤

いや幸せが感じられる富

山市にしてほしい。 

 

Ⅱ-３-（５）施策の方向①「中山間地域

の活性化」及び「市民に期待する役割」

（P118）に、『地場農産物やその加工品

の販売を支援』に関する記載を追加しま

す。 

■施策の方向 

①中山間地域の活性化 

 地域ぐるみで取り組まれる（略）棚田保

全活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

また、公民館などを拠点に、（略）魅力あ

る地域づくりの創出に努めます。 

■市民に期待する役割 

＊中山間地域の持つ多面的機能についての

理解。 

＊棚田保全活動や里山林の保全活動などを

通した都市住民との交流。 

 

 

 

＊中山間地域の森林公園などを利用した自

然を楽しむ交流活動への参加。 

■施策の方向 

①中山間地域の活性化 

 地域ぐるみで取り組まれる（略）棚田保

全活動を推進します。 

山田農林産物処理加工直販施設（やま

だの案山子）や飛越ふれあい物産センタ

ー（林林）等の農林産物直売所において、

地場農産物やその加工品の販売を支援

し、地産地消を促進することなどにより

中山間地域の活性化を図ります。 

また、公民館などを拠点に、（略）魅力

ある地域づくりの創出に努めます。 

■市民に期待する役割 

＊中山間地域の持つ多面的機能について

の理解。 

＊棚田保全活動や里山林の保全活動など

を通した都市住民との交流。 

＊中山間地域にある農林産物直売所の利

用による地産地消の促進と交流人口の

増加。 

＊中山間地域の森林公園などを利用した

自然を楽しむ交流活動への参加。 

農林水産部 ○ 

Ⅱ-3-(5) 河川水を利用して小水

力発電を行い、森林資源

を生かしバイオマス発電

を進め、耕作放棄地を再

河川水を利用した小水力発電について

は、Ⅱ-４-（２）エネルギーの有効活用

（P124）において、本市が有する豊かな

水資源を活用するため、身近な農業用水

Ⅱ-４-（２）エネルギーの有効活用 

①再生可能エネルギーの導入促進 

（略）本市が有する豊かな水資源を活用

するため、身近な農業用水等を活用した小

 環境部 

農林水産部 

● 
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生した新しい農業の推進

といった循環型まちづく

りに成功してこそレジリ

エント都市と言えるので

はないか。 

等を活用した小水力発電の普及に努めて

いくこととしております。また、本市で

は、農業用水を利用した小水力発電によ

って農業用施設の維持管理に対する農家

負担を軽減するなど、持続可能な農業を

推進してまいります。 

森林資源を生かしたバイオマス発電に

ついては、既に県内において民間事業者

が手掛けており、本市からも相当量の間

伐材が搬入されています。 

また、２０２１年（令和３年）３月に策

定した「富山市エネルギービジョン」にお

いて、ゼロカーボンの実現に向けて、導入

拡大を図る再生可能エネルギーの一つと

して位置付けており、今後、周辺自治体と

の広域連携に留意しながら、木質ペレッ

トやバイオガスをはじめ、多様なバイオ

マスエネルギーの利活用を推進します。 

なお、P118 にも述べておりますが、

耕作放棄地については、所有者や営農を

希望する農業経営体が行う耕作放棄地の

再生、整備、利活用を支援し、営農等によ

る耕作放棄地の解消、復元、景観改善の取

組を推進してまいります。 

水力発電の普及に努めるとともに、間伐材

を木質ペレットやバイオマスエネルギーの

原料として有効活用するなど、再生可能エ

ネルギーの導入促進に努めます。 

Ⅱ-3-(5)中山間地域の振興 

①中山間地域の活性化 

地域ぐるみで取り組まれる農業生産活動

や中山間地の農業・農村が有する水源涵養、

洪水防止等の多面的機能を増進させ、将来

に継承する活動として水田夏期湛水や水田

貯留への取り組みを拡充し、耕作放棄地の

発生防止と農業の活性化を図るとともに、

都市住民との連携による棚田保全活動を推

進します。 

Ⅱ-3-(5) 立山町と連携し、行政

区域を超えた事業展開を

・P117 施策の方向⑤「有害鳥獣による

人身被害の防止」3 行目「周辺市町村と

Ⅱ-3-(4)暮らしの安全を守り安らぎを与

える森づくり 

 企画管理部 ● 
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計画に盛り込むことが重

要である。 

の情報交換や連携した対応にも取り組

む」と述べております。 

・P176 施策の方向④「都市間の連携・

交流による魅力の創出」に「平成３０年１

月に本市と滑川市、舟橋村、上市町、立山

町の５市町村で形成した、富山広域連携

中枢都市圏において、こども医療費助成

事業の統一的運用や…（中略）…観光プロ

モーションなど、構成自治体が連携協力

した取り組みを進め、圏域全体の魅力の

向上に努める」と述べております。 

・P184 施策の方向②「県や近隣自治体

との連携等の推進」4 行目「自治体間の

相互の協力関係を深め、密接な連携体制

の推進を図る」と述べているなど、自治体

間の連携に取り組むこととしておりま

す。 

⑤有害鳥獣による人身被害の防止 

クマやイノシシなどによる人身被害や農

作物被害を防止するため、…（略）…さら

に、周辺市町村との情報交換や連携した対

応にも取り組みます。 

Ⅳ-2-(1)地域・自治体としてのブランディ

ングとシティプロモーション 

④都市間の連携・交流による魅力の創出 

平成３０年１月に本市と滑川市、舟橋村、

上市町、立山町の５市町村で形成した、富

山広域連携中枢都市圏において、こども医

療費助成事業の統一的運用やまちなか総合

ケアセンターにおける妊娠、出産、子育て

に対する支援、高齢者の外出支援や世代間

交流の促進を目的とした孫とおでかけ支援

事業、観光プロモーションなど、構成自治

体が連携協力した取り組みを進め、圏域全

体の魅力の向上に努めます。 

Ⅳ-3-(3)地方分権・広域連携行政への対応 

②県や近隣自治体との連携等の推進 

（略）また、多様化する住民ニーズに対

応するとともに、周辺自治体を含めた圏域

からの人口流出を食い止める人口のダム機

能を果たすため、自治体間の相互の協力関

係を深め、密接な連携体制の推進を図りま

す。 
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Ⅱ-４-(１) 循環型社会の構築に向

けて、環境対策は市民の

義務（市民の役割）である

ことを知っていただける

ようきめ細かく啓蒙を行

っていただきたい。 

市民の責務については、富山市廃棄物

の減量及び適正処理等に関する条例にお

いて、市の廃棄物減量の施策に協力し、廃

棄物の発生・排出の抑制、再利用に努める

こと等が定められており、計画案におい

ても、特に、Ⅱ-4-（3）「市民・企業・行

政の協働による環境負荷低減への取組」

の「市民に期待する役割」（P127）で、

「学校や家庭などにおける３R に対する

積極的な取組」と述べるとともに、小学生

を対象とした３R 推進スクール事業やご

み減量普及啓発事業を総合計画事業に位

置付けており、今後とも継続して市民へ

のきめ細かな啓蒙に努めてまいりたいと

考えております。 

Ⅱ-4-（3）市民・企業・行政の協働による

環境負荷低減への取組 

■総合計画事業概要 

事業名：3R 推進スクール事業、ごみ減量普

及啓発事業 

■市民に期待する役割 

＊学校や家庭などにおける 3R に対する積

極的な取組。 

 環境部 ● 

Ⅱ-4-(2) 『施策の方向』に「地

域における電力の需給

バランス/受給マッチン

グのプラットフォーム

形成の検討」、「建築物の

ZEB 化の支援」、「グリ

ーン調達の推進」を盛り

込んではどうか。 

「地域における電力の需給バランス/

受給マッチングのプラットフォーム形

成の検討」、「建築物の ZEB 化の支援」

については、総合計画では、施策の方向

性（P124）を定めることとし、具体の

内容については、「第２次富山市 SDGs

未来都市計画」等の個別計画において述

べております。 

「グリーン調達の推進」については、

Ⅱ-4-(3)施策の方向①「エコライフ・エ

コ企業活動の促進（P126））に包含され

Ⅱ-4-（3）市民・企業・行政の協働によ

る環境負荷低減への取組 

①エコライフ・エコ企業活動の促進 

（略） 

また、企業等の活動における自動車利

用の見直しなど、日常の企業活動におけ

る脱炭素化の取り組みを促進するととも

に、オフィス等の業務建築物の省エネ性

能の向上、工場等の生産活動における新

エネルギーの普及・転換や省エネ設備の

導入促進を図ります。 

Ⅱ-4-（3）市民・企業・行政の協働によ

る環境負荷低減への取組 

①エコライフ・エコ企業活動の促進 

 （略） 

また、企業等の活動における自動車利

用の見直しなど、グリーン調達の推進な

ど日常の企業活動における脱炭素化の

取り組みを促進するとともに、オフィス

等の業務建築物の省エネ性能の向上、工

場等の生産活動における新エネルギー

の普及・転換や省エネ設備の導入促進を

環境部 ○ 
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るものと認識しておりますが、具体的に

表現を追記いたします。 

図ります。 

 


